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　   第７期目黒区障害福祉計画第５章

国の基本指針等に基づき、 令和８年度までに達成すべき成果目標及び目標達成に必要なサービス

等の見込量を設定します。

また、 見込み量の設定にあたっては、 利用実績、 新規利用者の見込み、 現在の利用傾向、 障害者

計画策定に関する調査結果、 障害のある人のニーズ等を踏まえて指標を設定しました。

1 令和８年度における成果目標

障害者総合支援法の基本理念に基づき、 障害のある人の入所施設等から地域生活への移行を進め

るため、 相談支援体制の強化やグループホームなどにおける障害のある人の重度化 ・高齢化への対

応など、 地域で障害のある人を受け入れる体制づくりを進めます。

障害のある人の地域生活への移行の支援及び地域生活支援の充実を図るため、 平成29年度に

開設した地域生活支援拠点について、 支援の実績等を踏まえた検証等による機能の充実に取り組ん

でいきます。

また、 強度行動障害のある人の支援体制の充実を図るため、 支援ニーズを把握し、 支援体制の整

備に向けた検討を進めます。

地域生活支援の充実

施設入所者の地域生活への移行
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障害のある人の法定雇用率引き上げをはじめとした就労に関する各種制度改正が予定されてい

ます。 障害のある人の一般就労への支援や就職後の定着支援の更なる推進が求められていること

から、 引き続き事業者と連携を図りながら、 障害のある人の一般就労への移行や定着支援を進め

ます。 また、 目黒障害者就労支援センターを中心として企業における障害者雇用に対する理解促

進を図っていきます。

福祉施設から一般就労への移行等

相談支援の中核的な機関である基幹相談支援センターの体制強化に取り組み、 基幹相談支援セ

ンターによる相談支援事業所への総合的な相談対応等の機能の充実を図っていきます。

相談支援体制の充実 ・ 強化

基幹相談支援センターの機能強化
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令和４年に改正された障害者総合支援法を踏まえ、 協議会の機能強化 ・ 役割の明確化を図るた

めの体制等の見直しに取り組み、 相談事例等から地域課題を抽出 ・ 協議できる仕組みづくりを進

めます。

目黒区障害者自立支援協議会における個別事例の検討を通した地域のサービス基盤の開発 ・ 改善

精神障害のある人が地域で安心して暮らし続けていくために必要な継続的な治療への支援や、

地域での生活を支えていくため、 保健 ・ 医療 ・ 福祉関係者の連携強化を図りながら、 「精神障害

にも対応した地域包括ケアシステム」 の構築に向けた具体的な取組を更に進めていく必要があり

ます。

「目黒区精神保健医療福祉推進協議会」 を設置し、 医療を中心とした連携強化に取り組み、 今

後の地域での支援のあり方や、 取組の拡充について検討を進めていきます。 ピアサポートの検討

会においては、 当事者、 当事者家族の参画を図っていきます。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
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発達障害のある人等の早期発見 ・ 早期支援には、 障害のある人及びその家族への支援が重要

です。 保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、 必要な知識や方法を身につけ、 適切な対応

ができるよう、 ペアレントトレーニング * ・ ペアレントプログラム等による支援体制を構築すると

ともに、 支援プログラム等の実施者やペアレントメンター *を地域で養成することが重要です。

発達障害支援拠点ぽるとや目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園を中心に保護者等

が子どもの発達障害の特性を理解し、 必要な知識や方法を身につけ、 適切な対応ができるよう支

援を進めていきます。

発達障害のある人等に対する支援

障害福祉サービス等が多様化するとともに、 多くの事業者が参入している中、 改めて障害者総

合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サー

ビス等の提供を行うことが重要です。

都が実施する障害福祉サービス等に係る各種研修に区職員が参加するとともに、 過誤の請求を

無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保するため取組を進めます。

障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
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2 必要なサービス見込量 （１か月あたり）

訪問系サービス

居宅介護

ホームヘルパーが自宅を訪問して、 入浴、 排せつ、 食事等の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者、 行動に著しい困難を有する重度の知的障害のある人 ・ 精神障害のある人

で常に介護を必要とする方に対して、 ホームヘルパーが自宅を訪問し、 入浴、 排せつ、 食事の介

護等や外出時の介護などを総合的に行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害のある人が外出する際に同行し、 移動に必要な情報提供や

移動の援助を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害のある人や精神障害のある人が、 行動する際に生じ得る危

険を回避するために必要な援護、 外出時の移動支援を行います。

重度障害者等包括支援

常に介護を必要とする方の中でも、 特に介護の必要度が著しく高い方に対して、 居宅介護等の

障害福祉サービスを包括的に行います。

日中活動系サービス

生活介護

　	常に介護を必要とする方に対して、 主に日中、 施設において、 入浴 ・排せつ ・食事等の介護や創

作的活動 ・生産活動の機会の提供等、 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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自立訓練 （機能訓練）

　	自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、 一定期間、 理学療法、 作業療法その他

の必要なリハビリテーション等の支援を行います。

自立訓練 （生活訓練）

　自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう、 一定期間、 自立した日常生活や社会生

活を営むために必要な訓練等の支援を行います。

就労移行支援

　企業等への就労を希望する障害のある人に対して、 一定期間、 一般就労に必要な知識や能力の向

上のために必要な訓練、 就労に関する相談や支援を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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就労継続支援 A 型

　企業等に就労することが困難な障害のある人に対して、 雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、

知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労継続支援 B 型

　企業等に就労することが困難な障害のある人に対して、 雇用契約に基づかないで、 生産活動等の

機会の提供、 知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労定着支援

　一般企業に就職した障害のある人について、 就労が継続できるよう企業との必要な相談 ・助言等

や連絡調整など、 一定期間、 職場定着に向けた支援を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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療養介護

　医療的ケアと常に介護を必要とする障害のある人に対して、 主に日中、 病院で行われる機能訓練、

療養上の管理、 看護、 医学的管理の下における介護及び日常生活上のサービスを行います。

短期入所

　介護者が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、 短期間、 夜間も含めて施設に

おいて、 入浴、 排せつ、 食事等の必要な介護を行います。 福祉施設に入所する福祉型と、 医療施設

に入所する医療型があります。

福祉型

医療型

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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居宅 ・ 入所サービス

自立生活援助

　施設入所支援や共同生活援助 （グループホーム） に入所または入居している障害のある人が、 単

身生活へ移行する援助を行います。

共同生活援助 （グループホーム）

　夜間や休日に共同生活を行う住居において、 入浴、 排せつ、 食事等の介護、 生活等に関する相談・

助言のほか、 必要な日常生活上の援助を行います。

区内の共同生活援助 （グループホーム）

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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施設入所支援

　グループホーム等での対応が困難な障害のある人に対して、主に夜間、入浴、排せつ、食事等の介護、

生活等に関する相談 ・助言のほか、 必要な日常生活上の支援を行います。

相談支援

計画相談支援

　障害福祉サービスを適切に利用できるよう、 障害のある人の状況を勘案し、 サービス等利用計画

を作成し、 利用に関する連絡調整を行います。

地域移行支援

　障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、 地域における生活

に移行するために支援を必要としている方に対して、 住居の確保などの地域生活に移行するための

相談や必要な支援を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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地域定着支援

　単身等で生活する障害のある人に対し、 常に連絡がとれる体制を確保し、 緊急に支援が必要な事

態が生じた際に、 緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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３ サービス確保のための方策

訪問系サービス

（※） 令和５年９月末現在の情報
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日中活動系サービス

（※） 令和５年９月末現在の情報
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居宅 ・ 入所サービス

相談支援

（※） 令和５年９月末現在の情報

（※） 令和５年９月末現在の情報
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４ 地域生活支援事業の必要な見込量

必須事業

理解促進研修 ・ 啓発事業

　「社会的障壁」 を解消するため、 障害のある人と無い人の交流事業 「めぐろふれあいフェスティ

バル」 の実施や区民向けに障害者差別解消講演会を開催します。

自発的活動支援事業

　重症心身障害児の余暇活動支援を行い、 障害のある人やその家族、 地域住民などが地域におい

て自発的に行う各種の活動を支援します。

障害者相談支援事業

　障害のある人の自立した日常生活 ・ 社会生活をサポートするため、 本人や家族など介護者から

の相談に応じ、 必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援を行います。

基幹相談支援センター等機能強化事業

　目黒区基幹相談支援センターにおいて、 地域の相談支援事業所等に対する専門的な指導 ・ 助言

等を行い、 相談支援機能の強化を図ります。

成年後見制度法人後見支援事業

　成年後見制度における後見等の業務を適正に実施できる法人を確保できる体制を整備し、 市民

後見人の活用も含めた法人後見活動を支援することにより障害のある人の権利擁護を図ります。

実施体制
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成年後見制度利用支援事業

　判断能力が不十分な障害のある人の財産管理や福祉サービスの利用契約等に後見人等の援助が

必要な場合について、 申し立てに必要な経費及び後見人等の報酬等を補助します。

意思疎通支援事業

　聴覚、 言語機能、 音声機能、 視覚その他の障害のため、 意思疎通を図ることに支障がある人の

ために、 意思疎通を仲介する手話通訳者や要約筆記者の派遣等を行い、 意思疎通の円滑化を図

ります。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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日常生活用具給付等事業

　重度の障害のある人等に対し、 自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与し、 日常

生活の便宜を図ります。

手話奉仕員養成研修事業

　聴覚障害のある人との交流活動の促進、 市区町村の広報活動などの支援者として期待される手

話奉仕員 （日常会話程度の手話表現技術を取得した者） の養成研修を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

（※） 令和５年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
（※） 新型コロナウイルス感染症の影響により、 R3 （2021） 年度は実施せず。

移動支援事業

　屋外での移動が困難な障害のある人について、 外出のための支援を行います。

（※） 令和５年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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地域活動支援センター

　障害のある人に対し、 創作的活動又は生産活動の機会の提供、 社会との交流の促進を実施しま

す。

（※） 令和５年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

任意事業

福祉ホーム事業

　東が丘障害福祉施設において、 住居を必要としている人に、 低額な料金で居室等を提供すると

ともに、 日常生活に必要な支援を行います。

（※） 令和５年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

訪問入浴サービス事業

　目黒区心身障害者センターあいアイ館において、 身体障害者手帳２級以上の交付を受けた６４歳

以下の人で、 自宅での入浴が困難な人を対象に、 自宅に浴槽を搬入し、 入浴、 洗体、 洗髪、 洗

顔等のサービスを提供することにより、 身体の清潔の保持、 心身機能の維持等を図ります。

（※） 令和５年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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社会参加支援事業

　障害により文字による情報入手が困難な人のために、点字新聞の購読料補助や、区報のデイジー

版の発行を行います。 障害のある人の日常生活の利便性向上と生活圏拡大のために、 自動車運

転免許教習料助成及び自動車改造費の助成を行います。

（※） 令和５年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

日中一時支援

　目黒本町福祉工房 ・ 大橋えのき園 ・ 下目黒福祉工房において、 日中の通所後における障害のあ

る人の活動の場を確保するとともに、 共働きやひとり親等の障害者世帯の就労を支援することを

目的に、 利用時間外活動支援事業 （日中一時支援） を実施します。

障害者虐待防止対策支援事業

　障害者支援課内に設置されている障害者虐待防止センターにおいて、 障害者虐待の未然防止や

早期発見、 迅速な対応、 その他適切な支援のため、 地域における関係行政機関、 関係団体、 地

域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図るために、 研修や普及啓発等を行います。

（※） 令和５年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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　   第 3 期目黒区障害児福祉計画第６章

令和４年に改正された児童福祉法により、 児童発達支援センターは地域における障害児支援の中

核的役割を担う機関として明確化され、 今後は、 点在する地域資源を重ね合わせた重層的な支援体

制を整備する中核として機能することが求められます。

また、 令和２年度から、 目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園において保育所等訪問

支援を開始し、 保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行っています。

児童発達支援センターを含む地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援を活用しなが

ら、関連する施設との密接な連携を図るとともに、障害児の地域社会への参加・包容 （インクルージョ

ン） を推進する体制の構築を目指します。

1 令和８年度における成果目標

障害児に対する重層的な地域支援体制の構築

重症心身障害児 （医療的ケア児を含む） に対する支援体制の充実

目黒区においては、 令和２年度から 「重症心身障害児通所支援事業所あいりぃず」 を開設して、

重症心身障害児 （医療的ケア児を含む） が地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、 就

学前及び就学後の療育体制整備を図っています。

また、 保健 ・医療 ・福祉 ・教育等の関係機関による協議及びネットワーク構築を図るため、 医療

的ケア児支援関係機関協議会の設置や医療的ケア児等コーディネーター*の配置により、 重症心身

障害児 （医療的ケア児を含む） に対する支援体制の充実に向けて取り組んでいきます。

国の基本指針等に基づき、 令和８年度までに達成すべき成果目標及び目標達成に必要なサービス

等の見込量を設定します。 また、 見込み量の設定にあたっては、 利用実績、 新規利用者の見込み、

現在の利用傾向、 障害者計画策定に関する調査結果、 障害のある人のニーズ等を踏まえて指標を設

定しました。
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2 必要なサービス見込量 （１か月あたり）

障害児通所支援

児童発達支援

就学前の障害のある児童に、 日常生活における基本的動作の指導、 自立生活に必要な知識や技

能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

放課後等デイサービス

就学している障害のある児童を対象に、 放課後や夏休み等の長期休暇中に、 生活能力向上のた

めの必要な訓練等を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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医療型児童発達支援

肢体や体幹に障害のある児童に、 日常生活における基本的動作の指導、 自立生活に必要な知識

の付与または集団生活への適応のための訓練と合わせて治療を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害により外出が困難な児童の居宅を訪問し、 日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、 生活能力向上のために必要な訓練等を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計

保育所等訪問支援

専門の児童指導員や保育士が障害のある児童が在籍する保育所などを訪問し、 障害のある児童

が集団生活に適応するための専門的な支援や施設職員への助言等を行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計
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3 サービス確保のための方策

障害児通所支援

障害児相談支援

（※） 令和５年９月末現在の情報

（※） 令和５年９月末現在の情報

障害児相談支援

障害児相談支援

障害のある児童が障害児通所施設を利用する前に障害児支援利用計画を作成するとともに、 通

所開始後一定期間ごとにモニタリングを行います。

（※） 令和5年度は、 前年度の実績等に基づいた推計


